
 

「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」のご案内 
（平成２４年度 厚生労働省 障害者虐待防止・権利擁護事業） 

 
        

１．研修の概要・目的 

障害者虐待防止法の円滑な施行（平成２４年１０月）を図るため、国において｢障害者虐待防止・

権利擁護指導者養成研修｣を実施し、各都道府県における障害者の虐待防止研修の指導的役割を担

う企画者、講師等の指導者を養成することによって、都道府県が実施する障害福祉サービス従事

者や管理者、相談窓口職員に対する障害者虐待防止研修の実施体制を整備することを目的としま

す。  

 

２．研修日程・会場 

日程：平成２４年７月９日（月） ～ １１日（水） 

会場：ＴＦＴビル（所在地 〒１３５－８０７１ 東京都江東区有明３－６－１１） 

 

３．研修内容： 

（１） 研修の位置付け 

当該研修は、国から都道府県への伝達研修とします。 

（２） 研修内容 

 ①研修内容は、国の策定した「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」（平成２４

年３月、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室、以下

「厚労省マニュアル」）に基づいています。 

 ②２日目は以下のア～ウのコース別研修を行います。 

（ア）障害福祉サービス事業所等従事者研修 

障害福祉サービス事業所等の従事者を対象とした障害者虐待の防止に関する基礎知識や

障害者の権利擁護に関する意識啓発、障害者に対する虐待や不適切な対応を防止するための

障害特性にも配慮した支援方法についての研修 

（イ）障害福祉サービス事業所等管理者研修 

障害福祉サービス事業所等の管理者を対象とした障害者虐待の防止に関する基礎知識や

障害者の権利擁護に関する意識啓発、障害者虐待の防止のための組織・運営体制についての

研修 

（ウ）相談窓口職員研修 

    相談窓口職員（市町村職員・相談支援事業所等の職員）を対象とした障害者虐待の通報を

受けた際の対応方法や虐待を受けた障害者に対する支援に関する専門的知識、援助技術につ

いての研修。都道府県職員の役割についても含まれます。 

（３） 研修プログラム： 

       別紙プログラムを参照ください。 

     (※プログラムは５月８日時点のものです。今後の検討会を経て変更がありますことを、あ

らかじめご了承ください。)

 

４．受講対象者 

都道府県において障害者虐待の防止、権利擁護に関する指導的役割を担う者であって、都道府県が実施する

障害者虐待防止・権利擁護研修事業の企画立案への参画、講師となる者。および、以下の（１）～（３）に該

当し、都道府県の推薦を受けた者とします。 

（１）障害福祉サービス事業所等従事者研修責任者 

（２）   〃        管理者研修責任者 

（３）相談窓口職員研修責任者  

 



 

なお、都道府県の推薦に当たっては、下記の研修ポイントを考慮してください。 

①  本研修は、昨年、１昨年も実施していますが、今回、厚労省マニュアルを踏まえてプログラムの見直

しを行い、障害者虐待防止法及び厚労省マニュアルを理解するための基本的研修と位置づけています。

また、共通講義、各コース別講義において、基本的な知識と事例から実態や課題について学ぶとともに、

各コース別演習や事例検討から虐待が発生した要因の分析と防止のための課題の修得が可能となるよう

組み立て、都道府県研修の標準的プログラムを提示しています。 

このため、これまで本研修を受講した方であっても、今後の都道府県研修の中心的役割を担う方の再

受講も検討下さい。 

② 各コース別研修の受講者について 

・都道府県担当者については（ウ）相談窓口研修を受講して下さい。 

・障害福祉サービス事業所等従事者研修については、都道府県の実施する研修においては、従事者一般

ではなくサービス管理責任者等を対象として実施し、各事業所において現場の職員に伝達研修を行っ

ていただくことが効果的であると考えられることから、指導的なサービス管理責任者等の受講を検討

下さい。 

 

５．受講者数 

 各都道府県担当者１名及び各コース別の研修責任者１名ずつ（計４名）を基本とし、総定員は２００名とし

ます。基本人数以上受講希望の場合は、別途理由書を作成し申し込んでください。事務局において検討します。 

 

６．受講費：無料  

     

７．申込 

別紙「受講申込書」に必要事項をご記入の上、５月３１日（木）までに下記アドレスにメールにてご返信く

ださい。（※申込者(都道府県研修担当者）と研修受講者は別のシートになっていますのでご注意ください。) 

 

８．受講決定通知 

受講決定は、６月中旬ごろを目安に、研修受講者宛に郵便にて通知いたします。 

 

９．修了証、修了要件 

・研修終了後、修了証を交付いたします。 

・修了要件として、全科目への出席が必要となります。 

 

１０．その他 

・宿泊、昼食については各自ご手配ください。 

・研修の受講にあたっては、障害者虐待防止法、厚労省マニュアルを事前にお読みください。なお、厚労省

マニュアルは必ずご持参下さい。（厚労省マニュアルは、本会ホームページ（「委員会活動」→「権利擁護

事業委員会」）から入手することができます。） 

・また、科目によっては、事前課題の提出を求める場合があります。提出が必要な場合は、個別に詳細をご

連絡いたします。 

 

 

【問合せ先・申込先】 

社団法人日本社会福祉士会 事務局企画１課（担当：阿南・小幡） 

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2Ｆ 

TEL：03-3355-6541 

FAX：03-3355-6543 

E-mail：anami@jacsw.or.jp 

（受付時間：月～金曜日 9：30～17：30） 

mailto:anami@jacsw.or.jp

